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(54)【発明の名称】 内視鏡処置装置

(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、従来よりも、患部の粘膜の周
囲を簡単に切開することができると共に、広範囲の粘膜
を一度に剥離することが可能な内視鏡処置装置を提供す
ることにある。
【解決手段】案内管３の一部に突出して細長い形状の切
開具保持部４３を設け、この切開具保持部４３の先端に
は先細り形状の切開具導入部４５を設け、この切開具導
入部４５の後方から、案内管３の内側方向に向け、この
保持部４３の内面と所定の距離を離して設けられた高周
波ワイヤ４７を有する高周波切開具を設け、この高周波
切開具の高周波ワイヤ４７に電流を供給するようにした
内視鏡処置装置である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡と組み合わせて使用され、体腔内
組織を切開する際に用いられる内視鏡処置装置におい
て、
内視鏡の先端部近傍に配置される透明で耐熱性に優れる
電気絶縁体からなる管状体と、
この管状体の一部に突出して設けられた耐熱性と電気的
絶縁性に優れた材質からなる細長い形状の切開具保持部
と、
この切開具保持部の先端に設けられた、先細り形状の切
開具導入部と、
この切開具導入部の後方から、管状体の内側方向に向
け、この切開具保持部の内面と所定の距離を離して設け
られた切開部を有する高周波切開具と、
この高周波切開具の切開部に電流を供給するケーブルお
よび高周波電源装置とからなることを特徴とする内視鏡
処置装置。
【請求項２】  上記の管状体は、内視鏡先端部に着脱自
在に装着されるフードからなることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡処置装置。
【請求項３】  上記の管状体は、内視鏡の挿入部に被嵌
し、体腔内に挿入される案内管からなることを特徴とす
る請求項１に記載の内視鏡処置装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡と組み合わ
せて使用され、粘膜の切除等に用いられる内視鏡処置装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術】これまで、体腔内患部における粘膜を広
範囲に切除する場合の方法は、その患部における粘膜の
下層に生理食塩水等を注射し、粘膜と筋層の境界にある
組織を膨瘤状に膨らませて粘膜と筋層を離し、この後、
内視鏡の挿入部先端に装着したフード（キャップ）また
は内視鏡の挿入部に被せたオーバーチューブの先端から
粘膜を吸引し、予め、これらの器具の先端に装着してあ
った高周波スネアを絞って粘膜の一部を切除し、粘膜の
部分的な切除を連続して繰り返すことにより、切除範囲
を広げて、患部における粘膜全体を切除するようにして
いる。
【０００３】また、患部における粘膜を一括して切除す
る方法としては、膨瘤の一部を切開し、内視鏡の処置具
挿通管路（チャンネル）を通じて導入した把持鉗子で、
切開した粘膜を、摘み上げるか裏返すことで、境界の組
織を内視鏡で観察できるようにしながら、内視鏡の処置
具挿通管路を通じて導入した高周波切開具やレーザーメ
スなどの高エネルギーの切開具を組織に当てて切開する
ものがあった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、前者の方法で
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は、部分的切除が行なわれる範囲がかなり狭く、粘膜を
広範囲に切除するためには、何度も部分切除を繰り返す
必要があり、多くの時間がかかる。その上に、高周波ス
ネアを絞って粘膜の一部を切除する手法であるため、吸
引した粘膜の範囲が吸引された粘膜の容積によって変化
する。また、粘膜を吸引した後での内視鏡像では高周波
スネアがかかるフードなどの先端位置を内視鏡で観察で
きないこともあって、切除する範囲を確認して正確にコ
ントロールすることが難しい。さらに部分的に切除した
個所の隣同士を連続させて能率的に切除することが難し
い。
【０００５】一方、後者の方法では、一度のメスの動き
で、粘膜を切り剥せる範囲が切開具の当る部分に限られ
るので、広範囲にわたり粘膜を切除するためには何度も
切開を繰り返さなくてはならず、その手間が面倒であっ
た。また、粘膜下層の組織を切開する際、煙や水蒸気が
発生するため、その煙や水蒸気で切開する箇所が観察し
難くなる上に、切開の度、視野確保のため、内視鏡の送
気および吸引操作で煙や水蒸気を除去しなければなら
ず、処置時間が長くなる。
【０００６】加えて、筋層と粘膜の境界の狭い範囲で粘
膜下層の組織のみを切るには、内視鏡の観察下で切開具
の先端の、慎重な位置決め操作が必要であり、そのため
には、内視鏡の湾曲操作、鉗子起上操作、切開具の進退
操作を連携した複雑な操作を行なわなければならず、こ
れらの操作は煩雑で神経を要する操作であり、術者は長
い間、集中力を持続しなければならなかった。
【０００７】また、粘膜が裏返ってしまうため、どこま
で粘膜下層を切り進めれば良いかが分かり難いため、粘
膜を元の位置に戻して、患部を確認する必要があり、煩
雑で面倒であった。この点を、解消するため、予め、患
部の周囲の粘膜に切開を加える方法があるが、針状の高
周波メスや、レーザーメスのような、先端が切開可能な
切開具で粘膜のみを切開をするには、前述した、境界部
位の切開と同様に、高度の技術を要すると共に神経を消
耗する作業であった。
【０００８】そのため、特願平１１－６４７７４号の未
公開出願のものではフードの先端に高周波切開具を取り
付けた内視鏡治療装置およびその高周波処置具が考案さ
れているが、フードの直径の長さしか切開できないの
で、長く切開するには部分切開を慎重に重ねて繰り返す
必要があり、加えて、粘膜のみを切開するには内視鏡の
吸引操作を微調整して、粘膜をフード内に吸い上げる高
さを正確に慎重にコントロールする必要があり、容易な
ものではない。
【０００９】本発明は上記課題に着目してなされたもの
で、その目的とするところは、従来よりも、患部の粘膜
の周囲を簡単に切開することができると共に、広範囲の
粘膜を一度に剥離することが可能な内視鏡処置装置を提
供することにある。
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【００１０】
【課題を解決するための手段】前述した目的を達成する
べく、本発明は、内視鏡と組み合わせて使用され、体腔
内組織を切開する際に用いられる内視鏡処置装置におい
て、内視鏡の先端部近傍に配置される透明で耐熱性に優
れる電気絶縁体からなる管状体と、この管状体の一部に
突出して設けられた耐熱性と電気的絶縁性に優れた材質
からなる細長い形状の切開具保持部と、この切開具保持
部の先端に設けられた、先細り形状の切開具導入部と、
この切開具導入部の後方から、管状体の内側方向に向
け、この切開具保持部の内面と所定の距離を離して設け
られた切開部を有する高周波切開具と、この高周波切開
具の切開部に電流を供給するケーブルおよび高周波電源
装置とからなることを特徴とするものである。
【００１１】上記管状体は内視鏡の先端に装着されるフ
ードであっても内視鏡の挿入部に装着される案内管であ
っても良い。
【００１２】そして、高周波切開具により、疾患の粘膜
を剥離して切除する前に、予め患部の粘膜の周囲を切開
するようにした。
【００１３】その作用の一例を管状体がフードの場合で
説明すると、高周波切開具は、例えば生理食塩水等を吸
収してゼリー状に膨らんだ、粘膜と筋層との境界の組織
に、予め高周波メスなどを利用して加えた小切開部分か
ら、その切開具導入部を侵入させ、高周波ワイヤ等の処
置用切開部を粘膜の端面および裏面に当てながら、それ
に高周波を通電することで粘膜のみを切開する。
【００１４】高周波切開具は、円周状に配設すれば、管
腔臓器の粘膜を円弧状またはリング状に切開できるし、
軸方向に配設すれば、管腔臓器のみならず、内視鏡の進
退方向に切開することも可能である。
【００１５】また、フードの先端は斜めにカットしてあ
り、鋭角な縁が形成されており、病変部の周囲に、予
め、前述した高周波切開具を用いて切開を加えておき、
この縁を粘膜と筋層の境界に侵入させて、内視鏡を前方
に進めることにより、粘膜を剥離することができる。
【００１６】この際、鋭角な縁を柔軟な材料で製作すれ
ば、生理食塩水などを吸収して、ゼリー状になった比較
的柔らかい境界の組織のみを切開可能である。
【００１７】また、鋭利な縁の部分は、案内管を通して
体腔内に導入されるので、挿入の際に鋭角な縁により粘
膜が傷つくことがない。
【００１８】
【発明の実施の形態】〔第１実施形態〕図１乃至図４を
参照して本実施形態に係る内視鏡処置装置について説明
する。
【００１９】（構成）図１は本実施形態に係る内視鏡処
置装置を概略的に示す使用状態の斜視図である。内視鏡
処置装置は外筒（外套）１と内筒２からなる案内管３を
備える。内筒２は外筒１の中に摺動・進退・回転自在に
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挿通されている。内筒２の中には内視鏡１０の柔軟な挿
入部１１が挿入されるようになっている。内視鏡１０の
挿入部１１が案内管３に挿入された状態で内筒２と挿入
部１１は摺動・進退・回転自在である。
【００２０】内視鏡１０の操作部１２には処置具挿通路
（チャンネル）の入り口１３が形成されている。挿入部
１１における先端部１４の先端面には上記処置具挿通路
の出口１５が形成されている。先端部１４の先端面には
その他に観察窓１６、照明窓１７、ノズル１８などが設
けられている。ここでの内視鏡１０は直視型内視鏡を構
成しているが、前方を観察できるものであれば、斜視型
の内視鏡であってもよい。
【００２１】案内管３における外筒１の基端には把持部
を兼ねた太径の口金５が設けられている。また、内筒２
の基端にも把持部を兼ねた太径の口金６が設けられてい
る。口金５及び口金６には嵌合する相手との気密を確保
しながらその相手の回転／進退を阻止しないように構成
された気密シールが設けられている。
【００２２】図２は上記気密シールを組み込んだ口金５
及び口金６の構造を示すものである。これらの構成につ
いて説明すると、外筒１を形成するチューブ材２１の後
端部分は口金５における本体２２の先端部に設けられた
テーパー部２３に嵌合され、締付け用ねじ環２４により
押し付けられて気密的な状態で、その口金５に連結され
ている。また、口金５における本体２２の後端部にはフ
ランジ２５が形成され、このフランジ２５にはリング状
のゴムシール２６が気密に装着されている。ゴムシール
２６における中央の孔の径はこれに挿通する内筒２の外
径よりも僅かに小さい。このため、ゴムシール２６は挿
通する内筒２との間を気密に保持する。
【００２３】同様に、内筒２を形成するチューブ材２７
の後端部分は口金６における本体２８の先端部に設けら
れたテーパー部２９に嵌合され、締付け用ねじ環３０に
より押し付けられて気密的な状態で、その口金６に連結
されている。また、口金６における本体２８の後端には
リング状のゴム製のシートシール３１が２枚、止めねじ
リング３２によって、締め付け固定されている。各シー
トシール３１の内径はこれに挿入される内視鏡１０の挿
入部１１の外径よりも僅かに小さく形成されている。こ
のため、各シートシール３１は挿通する内視鏡１０の挿
入部１１との間を気密に保持する。
【００２４】内筒２についての口金６における本体２８
には上記シートシール３１よりも前方に位置して２つの
孔が形成されている。一つの孔には高周波ケーブル３３
を挿通する孔であり、この孔にはフランジ付きのケーブ
ル用口金３４が取着されている。この口金３４のフラン
ジ３５には中央にスリットが開いたゴム栓３６が着脱自
在でかつ気密な状態で装着されている。
【００２５】もう一つの孔には先端が細くテーパー状に
なったフランジ付きのチューブ用口金３７が取着されて
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いる。この口金３７は環流用のチューブ３８を接続する
ものであり、このチューブ３８の後端には図示しない環
流装置が接続される。
【００２６】上記案内管３の外筒１の材質は多孔質のポ
リテトラフロロエチレン製であり、柔軟で滑り性に優れ
る。外筒１の長さは案内管３の内筒２の長さよりも短
く、外筒１の内径は内筒２の外径よりも僅かに大きい。
また、外筒１の外径は経口的に局所麻酔にて食道に挿入
できるように、通常、φ１８ｍｍ以下である。外筒１の
肉厚は約１ｍｍである。上記案内管３の内筒２の材質は
フッ素系エラストマー樹脂であり、内筒２は透明で柔軟
で耐熱性および電気絶縁性に優れる。
【００２７】図１で示すように、上記案内管３の内筒２
の先端は斜めに切断されており、その先端縁は鋭利な縁
４１として形成されている。
【００２８】また、内筒２の先端部の後方の一側部位に
は側方から見てコの字型の側開口４２がほぼ半周にわた
る大きさで開口されている。この側開口４２にはその周
方向に位置する一方の端縁（辺）からこの側開口４２の
中央に向けて切開具保持部４３が内筒２の周部と一体に
同じ曲率で突き出している。すなわち切開具保持部４３
は側開口４２の一辺の壁から横方向（周方向）に突き出
して湾曲する帯状のものである。切開具保持部４３の先
端によって先細り形状の切開具導入部４５が形成され
る。ここでの切開具導入部４５はその先端部分ほど徐々
に細く薄くなっており、その最先端の辺は丸く形成して
ある。
【００２９】この切開具導入部４５の長さは先端の際か
ら円周状で略２ｍｍある。切開具導入部４５の後方から
切開具保持部４３の基部に渡り、高周波電流により発熱
する導電性の高周波ワイヤ４７が真直に、内視鏡１０の
挿入部１１が挿通可能な位置に張られている。丁度、切
開具保持部４３が弓で、高周波ワイヤ４７が弦になるよ
うな関係になっている。そして、本実施形態では、切開
具導入部４５を先端で形成する切開具保持部４３に高周
波ワイヤ４７を設けて、これを切開部として、組織を切
開できる高周波切開具を構成するようになっている。
【００３０】高周波ワイヤ４７の後端には高周波電流を
供給するための上記高周波ケーブル３３が接続されてい
る。高周波ケーブル３３は電気絶縁性の樹脂によって被
覆されている。そして、高周波ケーブル３３は切開具保
持部４３のところから軸方向に内筒２内を通り、後端の
口金６のケーブル用口金３４のところから外へ出て、図
示しない高周波電源装置へと案内され、その高周波電源
装置に接続されるようになっている。
【００３１】（使用方法）次に、図３及び図４を参照し
て本実施形態に係る内視鏡処置装置の使用方法について
説明する。
【００３２】食道などの体腔内に内視鏡１０の挿入部１
１を挿入し、この後、この挿入部１１をガイドとして、
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挿入部１１に被せた案内管３を体腔内に挿入するか、あ
るいは案内管３を被せた状態で案内管３と挿入部１１を
一緒に体腔内に挿入する。いずれにしてもこのときは案
内管３の内筒２は外筒１の中に引き込んでおく。
【００３３】次に、内視鏡１０の処置具挿通路を通じて
導入した長尺の注射針を、切除したいバレット食道など
の患部の粘膜５１に穿刺し、粘膜５１と筋層５２の間の
粘膜下層に全周にわたり、止血剤と染色剤などを混合し
た生理食塩水などを注入する。すると、粘膜５１と筋層
５２の境界組織５３が注射液を吸収してゼリー状に膨ら
み、粘膜５１と筋層５２の間が十分に離れる。
【００３４】この後、内視鏡１０の処置具挿通路に挿通
した電気メス等で、粘膜５１の一部に穴を開け、内視鏡
１０の吸引操作により、粘膜５１を側開口４２に吸引
し、内筒２を進退および回転して、粘膜５１に開けた穴
に切開具保持部４３の導入部４５の位置を合わせ、内筒
２を反時計方向に回して、切開具導入部４５を粘膜５１
と筋層５２の境界組織５３に侵入させる。
【００３５】こうして、粘膜５１の下に切開具導入部４
５が侵入したら、更に内筒２を回転し、高周波ワイヤ４
７が半分くらい粘膜５１下に入ったら吸引をやめ、送気
を行なって、高周波ワイヤ４７に粘膜５１の裏を密着さ
せる。
【００３６】つづいて、高周波電源装置のフットスイッ
チを踏んで通電する。粘膜５１は高周波ワイヤ４７に発
生した熱により切断される（図３を参照）。この通電の
際、水蒸気と煙りが発生するので、内視鏡１０による送
気と吸引操作を繰り返して、それを除去する。あるい
は、高周波電源装置と連動する環流装置を起動し、チュ
ーブ３８を通して、内視鏡１０の挿入部１１と内筒２の
間から送気と吸引を繰返して、煙等を除去し、内視鏡の
視野を確保する。これらの、一連の操作を操り返して、
粘膜５１を全周にわたり、リング状に切開する。
【００３７】次に、同様に、もう一箇所、前後方向に離
れた位置においてリング状に切開を加える。各切開部分
においての切り始めと切り終わりの位置を合わせるため
には、透明な内筒２越しに切開して露出した筋層部分を
観察しつつ、内筒２の進退操作により位置を合わせる。
【００３８】次に、図４で示すように、切開した全周の
断端を内筒３の先端に吸引してつぼめた後、高周波電流
を通電できるようにした高周波把持鉗子５５で、断端を
閉じ、前方へ押し込む。
【００３９】つづいて、内筒３の鋭利な縁４１を粘膜５
１と境界組織５３の間にゆっくりと差し込み、ゆっくり
と内筒２を回しながら前進させる。これにより境界組織
５３を切断して、粘膜５１を筋層５２の間を剥ぐ。途中
で出血した場合は出血箇所に高周波把持鉗子５５の先端
を押し当て凝固電流を通電して止血する。
【００４０】また、内筒２の縁４１で切断しきれないよ
うな、繊維組織が残る場合には、高周波把持鉗子５５で
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7
摘んで引き千切る。この場合は、高周波把持鉗子５５で
掴んでいた断端を離してしまったので、再度、断端を吸
引し、高周波把持鉗子５５で掴んで、前方に押し込む。
【００４１】これらの操作を繰り返して、患部を含む粘
膜５１の筒を裏返すように剥離を進め、もう一方のリン
グ状の切開部分まで達すると、自然に、全周的に粘膜が
筒状に裏返った状態で切除される。
【００４２】（効果）ところで、案内管３の外筒１はテ
トラフロロエチレン製で滑り性に優れるので、内筒２の
進退／回転が容易である。また、内筒２はフッ素系のエ
ラストマー樹脂で耐熱性に優れるので、高周波の熱で、
溶けたり変形したりすることがない。
【００４３】内筒２は透明なので、切開部が内筒越しに
内視鏡像に映し出され、リング状の切開の切り始めと終
わりを合わせる処置が容易に行なうことができる。切開
具保持部４３は内筒２と一体の絶縁体であり、切開具導
入部４５の部分には高周波切ワイヤ４７が位置しないの
で、粘膜５１の裏側を焼灼しないし、切開具導入部４５
の部分は高周波ワイヤ４７がなく、先細りの細く丸い形
状なので、粘膜下に侵入し易く、高周波ワイヤ４７を粘
膜下に潜入させるのに、導き役となるし、切開後でも外
れずに、粘膜下に残るので連続して切開するのに役立
つ。
【００４４】高周波ワイヤ４７は筋層５２に接している
切開具保持部４３の内側に、離して配設されているの
で、通電により発生する熱は伝わりにくく、筋層５２を
加熱しない。
【００４５】また、案内管３の後端に設けた各種の気密
シールにより、体腔内に送気した空気が漏れることはな
いし、吸引操作の際に外気を吸引することもない。しか
も、ゴムシール部分に潤滑のためのゼリーを塗布するこ
とで、気密を保ったまま、内視鏡１０の挿入部１１や内
筒２の回転／進退が可能となる。
【００４６】リング状切開の際は切開具を粘膜下に潜り
込ませることにより、内視鏡像に高周波ワイヤ４７の上
に乗った粘膜５１が映し出され、高周波ワイヤ４７が筋
層側にはないことを確認できるので、術者は安心して切
り進めることができる。
【００４７】切開後に、切開具保持部４３の先端におけ
る切開具導入部４５が粘膜下に残るので、切開具が外れ
ることがなく、連続切開が容易となる。
【００４８】また、剥離の際は、予め、リング状の切開
を２箇所加えた上で、内筒２の鋭利な縁４１で一気に削
ぐことにより、短時間に剥離ができ、疲れない。
【００４９】この際、鋭角な縁４１は比較的柔軟な材料
で製作してあるので、生理食塩水などを吸収して、ゼリ
ー状になった比較的柔らかい境界の組織のみを切開す
る。
【００５０】加えて、粘膜５１は裏返されているので、
剥離する箇所がフード状の先端周囲に確実に内視鏡像と
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して観察できるので、安心して剥離を進められる。
【００５１】また、高エネルギー装置を用いない剥離な
ので、従来のような煙や水蒸気の発生により視野が確保
できなくなり、剥離の作業を中断することがない。
【００５２】また、剥離箇所からの出血がある場合で
も、剥離箇所がすぐに確定でき、処置具挿通口を通し
て、凝固止血処置具などを用いて、すぐに止血ができ
る。
【００５３】鋭利な縁４１の部分は、外筒１を通して体
腔内に導入されるので、挿入の際に鋭角な縁により粘膜
が傷つくことはない。
【００５４】（変形例）本発明の適用対象の臓器は食道
に限らないので、案内管３の内外径と長さは第１実施形
態の数値に限らない。また、案内管３の内筒２を２体化
して先端部を透明で耐熱性と電気絶縁性に優れる材料で
作り、後方部は別の柔軟な材質で作ってもよい。側開口
４２の大きさと形状についても第１実施形態の寸法のも
のに限らなくてもよい。第１実施形態での切開具保持部
４３の曲率は内筒２の曲率と同じであったが、内視鏡１
０の挿入部１１を挿入する際に支障がない範囲で小さな
曲率のものでも良い。切開具保持部４３の長さや切開具
導入部４５の長さについても第１実施形態のものに限ら
なくても良い。高周波ワイヤ４７の形状についても内視
鏡１０の挿入部１１を挿入する際に支障がない範囲で円
弧等の形状に変更しても良い。
【００５５】また、組織を剥離するために案内管３の内
筒２に形成する鋭利な縁４１の形状も第１実施形態のも
のに限らない。そこで、各種の鋭利な縁４１の例を図５
に示す。
【００５６】図５（ａ）で示す例では内筒２の先端が直
角に切断されており、その端縁が全周的に鋭利にカット
されて鋭利な縁４１が形成されている。このような鋭利
な縁４１によれば、全周一括に粘膜を切除の際、全周に
わたり一度に剥離することができる。
【００５７】図５（ｂ）で示す例では内筒２の先端が下
半周が斜めに切断され、上半周が直角に切断された形状
である。そして、下半周に鋭利な縁４１が形成されてい
る。この例では下半周に鋭角な縁４１が形成されている
ので、組織を剥離し易い。また、上半周が直角に形成さ
れているので、下半周部分が変形し難い。
【００５８】図５（ｃ）で示す例では内筒２の先端が円
弧状に切断され、その鋭利な縁４１が円形に形成されて
いる。鋭利な縁４１が、これまで以上に鋭利に形成され
るので、組織を剥離し易く、切れ味が良いので、繊維組
織でも容易に切ることができる。
【００５９】図５（ｄ）で示す例では内筒２の先端部が
閉塞されたフード状に形成され、かつ側開口４２の後方
の端縁が鋭利な縁４１として形成されている。これによ
ると、内筒２の先端部が閉じていることで、吸引により
粘膜５１を側開口４２のみに吸引できるので、胃のよう
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9
な、管腔臓器でない臓器内でも、予め患部の周辺を切開
しておくことで、剥離が可能である。
【００６０】図５（ｅ）で示す例では内筒２の先端縁が
直角で、この直角な先端縁に鋸の刃状の鋭利な縁４１が
縦方向に向いて形成されている。これによる効果は回転
により、剥離では切開しきれないで、残った繊維組織ま
で切ることができる。
【００６１】〔第２実施形態〕図６を参照して本実施形
態に係る内視鏡処置装置について説明する。前述した第
１実施形態と同じ構成部位には同じ番号を付与する。
【００６２】（構成）本実施形態では前述した第１実施
形態の内筒２がなく、その代わりに、内視鏡１０の先端
部１４に着脱自在な内径を有する、柔軟で透明で耐熱性
に優れる樹脂製の筒状のフード６０が管状体として設け
られている。フード６０には前述した第１実施形態と同
様の鋭利な縁４１、側開口４２、切開具保持部４３及び
高周波ワイヤ４７等が設けられている。
【００６３】ここでの案内管３は内外二重筒構造ではな
く、一重であり、その後端にある口金のゴムシールの中
央孔径は内視鏡１０の挿入部１１の外径よりも僅かに小
さい。また、高周波ケーブル３３は内視鏡の挿入部１１
に数箇所テープ止めされて案内管３との間を通るように
なっている。
【００６４】また、案内管３に対し内視鏡１０の挿入部
１１を、進退／回転させることが可能である。
【００６５】（使用方法・作用）本実施形態の使用方法
は前述した第１実施形態と同じであるが、第１実施形態
での内筒２の代わりにフード６０がそれと同様に作用す
る。また、フード６０を進退／回転するため、外力が加
わるが、フード６０は内視鏡１０の先端部１４にきつめ
に装着されているので、脱落することがない。高周波ワ
イヤ４７の高周波ケーブル３３は電気的に絶縁されてい
るので、患者に電流が流れることがない。高周波ケーブ
ル３３は内視鏡１０の挿入部１１にテープで固定してお
けば、切開などの回転操作によっても巻き付くことがな
い。
【００６６】（効果）本実施形態ではフード６０を用い
るため、内筒２とは異なり、内視鏡１０の挿入部１１が
挿通できなくてもよいので、高周波ワイヤ４７を、内側
に大きく張り出して円弧状に、長く張ることが可能であ
り、一度の切開長を長くすることができるので、リング
状に切開する時間を短縮できる。
【００６７】また、内筒２に相当する部分がないので、
第１実施形態と同じ外径の挿入部１１の内視鏡１０を用
いる場合は案内管３の外径を第１実施形態よりも細くで
きるので、患者の苦痛を軽減できる。
【００６８】また、第１実施形態の外筒１と同じ太さの
案内管３を用いて、太い挿入部１１で太い処置具挿通管
路を有する内視鏡１０を組み合わせた場合は大きい先端
を有する鉗子が使用できるので、繊維組織の切断が容易
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となる。
【００６９】加えて、高周波切開時に発生する煙の吸引
が容易になる。また、２つの鉗子挿通路を有し、その一
方の出口に鉗子起上機構を有する内視鏡を用いることも
可能である（図８で示す内視鏡を参照）。この組み合わ
せでは鉗子起上機構により鉗子先端の位置操作が容易に
なるし、２本の鉗子を同時に使えるので、繊維組織の切
断や止血や粘膜の位置操作が容易になる。
【００７０】高周波ワイヤ４７は切開を繰り返すうち
に、煤状の汚れが付着し、切れなくなるので、交換が必
要であるが、フード６０の場合は案内管２に比べ安いの
で、交換する場合の経済的な負担が少ない。
【００７１】〔第３実施形態〕図７及び図８を参照して
本実施形態に係る内視鏡処置装置について説明する。
【００７２】（構成）本実施形態の構成は第２実施形態
の場合と同様にフード６０を用いる例であるが、フード
６０に形成される側開口４２がフード６０の斜め前方下
半分に及ぶ範囲にわたり広く形成されている。また、切
開具保持部４３はフード６０の軸方向に沿って側開口４
２の後端から中央部付近まで突き出して設けられてい
る。
【００７３】ここでの切開具保持部４３は中空パイプ状
の形に形成されており、この切開具保持部４３の先端部
分によって形成される切開具導入部４５は砲弾型の形に
形成されている。
【００７４】また、切開具保持部４３の切開具導入部４
５の中央には孔６１が開いており、切開具保持部４３
の、内側に向いた上側面部にはその軸中心方向に沿って
細く長い円形のスリット６２が開口されている。
【００７５】上記高周波ワイヤ４７は上記切開具保持部
４３のスリット６２から半円状の形でフード６０の内側
に向いて突き出している。高周波ワイヤ４７の先端部分
は切開具保持部４３の内部でヘアピン状に折り曲げられ
ている。ヘアピン部６３は切開具保持部４３内にスライ
ド自在に収納されている。上記スリット６２から突き出
しているときの高周波ワイヤ４７の半円部分の最大径は
スリット６２の長さより短い。その半円部分が前方に位
置するとき、先端のヘアピン部６３は、孔６１から粘膜
５１の厚さと同じ長さで突き出し、側開口４２からフー
ド６０の内側に吸引して取り込んだ組織の粘膜５１のみ
を切開する高周波ナイフとして機能する。
【００７６】一方、高周波ワイヤ４７の後端には高周波
ケーブル３３が接続され、この高周波ケーブル３３の接
続先端部分はクランク状またはＳ字状に屈曲されて内視
鏡１０の処置具挿通路６４へと導かれている。高周波ケ
ーブル３３は硬い樹脂ＰＦＡなどによって厚めに被覆さ
れていて、内視鏡１０の処置具挿通路入り口の近傍での
押し引き操作による操作力が高周波ワイヤ４７に伝わる
程度の剛性を持っている。つまり高周波ケーブル３３は
高周波ワイヤ４７を前後に移動させる操作ワイヤを兼ね
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る。
【００７７】そして、高周波ケーブル３３を前後に移動
させることにより切開具保持部４３のスリット６２から
突き出した高周波ワイヤ４７の半円部分はそのスリット
６２に沿って前後に移動する。また、高周波ワイヤ４７
の移動範囲はスリット６２の前後方向の範囲長に規制さ
れる。そして、高周波ワイヤ４７は、側開口４２からフ
ード６０の内側に取り込んだ組織の粘膜５１を、移動し
て切開する高周波ナイフとして機能する。
【００７８】（使用方法）本実施形態のフード６０の使
用目的は内視鏡１０における挿入部１１の軸方向に沿っ
て粘膜５１を切開することにある。切除したい患部７１
の粘膜下に生理食塩水などを局所注射して膨瘤を形成さ
せた後、その粘膜５１を側開口４２内に吸引したら、術
者は内視鏡１０の処置具挿通路の入り口１３の近傍で高
周波ケーブル３３を摘まんで、前方に押し出して、切開
具保持部４３の孔６１からヘアピン部６３を突出させて
通電し、粘膜５１のみに小切開を加える。
【００７９】次に、高周波ケーブル３３を処置具挿通路
の入り口１３の近傍で引き、半円の高周波ワイヤ４７を
後方に移動し、ヘアピン部６３を切開具保持部４３内に
収納し、この状態で切開具導入部４５を粘膜下に潜り込
ませる。
【００８０】ここで、切開の大きさが足らずに、切開具
導入部４５が粘膜下に潜り込まないときは、再度ヘアピ
ン部６３を突き出させて、先に開けた小切開に刺し込
み、内視鏡１０の湾曲操作と回転操作をしつつ、通電し
て切開部分を広げる。
【００８１】次に、内視鏡１０の挿入操作と吸引および
送気操作をして、高周波ワイヤ４７の半円部分を粘膜５
１に接触させ、高周波ワイヤ４７に高周波を通電して粘
膜５１に縦方向の切開４４ｂを加えていく。同様の縦方
向の切開４４ｂを、患部７１を挟んで、もう一本加え、
２本の平行線状に切開を施す。
【００８２】次のステップを図８で説明する。ここで使
用する内視鏡１０は２つの処置具挿通路の出口１５を有
し、片方の挿通路出口１５ａには鉗子起上台等による鉗
子起上機構１９が備えられている。
【００８３】また、先端のフード６０は前述した第２実
施形態でのものと同じであり、これを用いて、周方向に
切開７４ａを、２箇所加えて、患部７１の周囲に少し間
隔を空けて、四角形の切開線７４を形成する。
【００８４】続いて、断端を高周波把持鉗子５５で摘
み、鉗子起上機構１９の鉗子起上台等を起上して、高周
波把持鉗子５５を押し込んで、粘膜５１を裏返し、フー
ド６０の先端の鋭利な縁４１を、境界組織５３に当て
て、その切開部分を観察しながら内視鏡１０を回転さ
せ、円弧状にスイングしつつ、進めて、患部７１の粘膜
５１を四角に部分的に剥離する。
【００８５】（作用・効果）ここで、高周波ケーブル３
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３が硬いので、処置具挿通路の入り口１３の近傍での押
し引き操作で、高周波ワイヤ４７の半円部分を容易に進
退させることができる。ヘアピン部６３の突出長さはス
リット６２の前方端部が半円の高周波ワイヤ４７の前側
に当接することにより規制されるので、粘膜５１と同等
の厚さ以上の長さに突出し過ぎることがない。
【００８６】また、膨瘤している粘膜５１は薄く引き伸
ばされているので、粘膜５１の厚さの突出量で十分切る
ことができる。粘膜下に切開具保持部４３内にヘアピン
部６３が収納されているので、粘膜切開の際に通電して
も、粘膜５１の裏側に当らないし、筋層５２にも触れな
い。つまり電気的に絶縁されている。スリット６２によ
り、半円の高周波ワイヤ４７は、常時、軸の中心方向を
向いているので、筋層５２に当らない。また、高周波ワ
イヤ４７を粘膜下に潜入させていくと、高周波ワイヤ４
７に沿って粘膜５１が持ち上がるため、粘膜５１の切開
の瞬間が内視鏡像として映し出される。
【００８７】患部７１が全周ではなく、部分的に存在す
る場合は、予め、患部７１の周囲を切開することで、部
分切除を、簡単に行なうことができる。従って、従来
の、フードや案内管の先端に、粘膜５１を吸引して、ス
ネアで絞って切除する、部分切除方式の場合よりも広範
囲に、例えば食道の１／２周を切除することが可能とな
る。粘膜５１を引き上げるか、裏返すかして、粘膜下層
を、少しづつ、切開具の先端で切開する手技よりも、短
時問に、容易に、広範囲に粘膜を切除できる。
【００８８】また、管腔臓器の粘膜の全周性な疾患であ
っても、一度に全周を切除すると、患者に対し、大きな
侵襲となり、苦痛などの負担をかけるし、狭窄の危険も
少なからずあるので、少し、期間を空けて、計画的に部
分切除をする。このような場合、本例によれば、部分切
除が容易にできるので有効である。
【００８９】また、従来の、キャップや案内管の先端
に、粘膜を吸引して、スネアで絞って切除する、部分切
除であると、どの箇所を切開するのかが、内視鏡像では
直接に観察できないが、本実施形態のものでは観察でき
る。加えて、楕円形状に部分切除するこれらの手技で
は、計画的な部分切除をする際に、隣同士の重複部を大
きくすると、深く切除してしまうし、逆に重複をし損な
うと、患部を除去できないため、時間をかけて、慎重に
重ね合わせる作業が必要となるが、本例のものでは、四
角形に切開できるので、計画的な部分切除が、確実で容
易である。切除後の粘膜の再構築もし易いので、病理検
査結果の正確性が増す効果も期待できる。
【００９０】〔第４実施形態〕図９を参照して本実施形
態に係る内視鏡処置装置について説明する。前述した実
施形態と同じ構成部位には同じ番号を付与する。
【００９１】（構成）本実施形態の内視鏡処置装置で
は、図９で示すように、内視鏡１０の先端部１４に対し
て着脱自在に装着可能なフード６０を設ける。フード６
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０は透明で柔軟なポリウレタン樹脂からなり、その先端
部分は砲弾型である。フード６０の側開口４２が、フー
ド６０の略２／３周にわたり大きく開口しており、そこ
に、２本の切開具保持部４３が、フード６０と一体に、
軸方向の向きに突き出して平行に設けられている。２本
の切開具保持部４３はその間に円周角度で約９０度の間
隔を空けている。
【００９２】２本の切開具保持部４３の間に位置する、
側開口４２の辺部には、水掻きのように、鋭利な縁４１
が、斜めにギロチンの刃のように形成してある。この鋭
利な縁４１は上記フード６０と一体に同材質で形成され
ている。但し、２つの切開具保持部４３における切開具
導入部４５の位置は軸方向に少しずれている。
【００９３】各切開具保持部４３の裏側にはその先端に
おける切開具導入部４５の後方から切開具保持部４３の
内側の縁に沿って、高周波ワイヤ４７がフード６０の中
心に向けて円弧状に突き出すように取り付けられてい
る。また、上記鋭利な縁４１のエッジが高周波ワイヤ４
７の途中に位置している。
【００９４】高周波ワイヤ４７の後方には高周波ケーブ
ル３３が接続されている。高周波ケーブル３３は先端が
二股に分かれ、各先端が高周波ワイヤ４７に接続されて
いる。高周波ワイヤ４７はフード６０の外壁に形成した
溝６８に嵌め込まれて、フード６０の外表面から出っ張
らないように接着されている。
【００９５】（使用法）本実施形態の内視鏡処置装置を
使用する場合、まず、前述した注射針を用いる方法で粘
膜下に生理食塩水等を注射して、患部７１の粘膜５１を
筋層５２に対し浮かす。この後、内視鏡１０の先端部１
４に予め装着してあった、前述した第２実施形態と同様
のフード６０を円周方向に回転して、そのフード６０の
高周波ワイヤ（切開具）４７により、その筋層５２に円
周角約９０度で、手前と奥に２箇所に周方向への切開を
加える。
【００９６】その後、フード６０を本実施形態で示した
ものと交換し、前に形成した円周状の切開線７２ａの部
分を側開口４２内に吸引し、その両端部に合わせたら、
送気と吸引操作を調整しつつ、内視鏡１０の先端部１４
を前に進めて、２つの切開具保持部４３をその先端の切
開具導入部４５から刺し入れ、更に前に進めて、粘膜５
１が、２本の高周波ワイヤ４７の上に均等に乗り上げる
ようにし、両高周波ワイヤ４７に高周波を通電して粘膜
５１の部分を切開する。
【００９７】このとき、煙と水蒸気が出るので、素早く
内視鏡１０の送気と吸引操作を繰り返して煙と水蒸気を
除去する。
【００９８】切開した箇所に、切開具保持部４３と共に
高周波ワイヤ４７を更に押し進めると同時に、鋭利な縁
４１を境界組織５３に侵入させて押し進め、境界を切開
して粘膜５１と筋層５２を剥離する。剥離箇所を観察し
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易くするため、断端を把持鉗子５５で把持し、前述した
図８で示したと同様に、粘膜５１を裏返す。このように
して、縦方向の切開と、剥離を同時に、予め、切開して
おいた奥の円周状の切開線７４の箇所まで切り進める。
これによって、四角に、粘膜５１を剥離することができ
る。
【００９９】（効果）本実施形態では２本の高周波ワイ
ヤ４７が等間隔なので、平行に軸方向に移動するが、そ
の２本の高周波ワイヤ４７が、切開具保持部４３の中央
ではなく、縁に沿って配設してあるので、鋭利な縁４１
による剥離と軸方向の切開線との間に切り残しがない。
【０１００】また、２つの切開具保持部４３における切
開具導入部４５は位置が少しずれているので、挿入抵抗
が軽減される。鋭利な縁４１は斜めになっているので、
剥離の抵抗がさらに軽減される。
【０１０１】２本の縦方向の切開と粘膜５１の剥離が略
同時に行なわれるので、短時間で剥離処理を行なうこと
ができる。一本づつ切開すると、平行に切開するのが難
しく、長くなればより困難になるが、このようなフード
６０を使うと、簡単に平行で長い切開と剥離ができる。
【０１０２】さらに切開具導入部４５は鋭利な形状では
ないし、柔軟な材料からなるので、境界組織に挿入し
て、万一、筋層５２に当ったとしても、損傷しない。
【０１０３】（変形例）本実施形態は切開具として２本
の高周波ワイヤ４７を設けたが、その間隔は９０度に限
るわけではなく、必要に応じた角度にしても良い。ま
た、フード６０ではなく、第１実施形態の場合の如くの
案内管３に設けるようにしても良い。さらに、鋭利な縁
４１は円弧状にしても良いし、への字のように、中央を
尖らせても良い。加えて、高周波ワイヤ４７の形状はス
ロープ状でもよい。突出方向は軸方向に限るものではな
く、フード６０や案内管３の一部に円周状に突出させれ
ば、粘膜に円周状に２本の切開を形成することも可能で
ある。
【０１０４】〔第５実施形態〕図１０を参照して本実施
形態に係る内視鏡処置装置について説明する。前述した
実施形態と同じ構成部位には同じ番号を付与する。
【０１０５】本実施形態では軸方向に高周波ワイヤ４７
を配設した高周波切開具部の例である。すなわち、透明
で柔軟な樹脂の管状体（例えば内管やフード）８０の先
端部分に前方に開口する切欠き８１を設け、この切欠き
８１の後壁（辺）には前方へ延長する一本の帯状の切開
具保持部４３が切り残す状態で設けられている。つま
り、切開具保持部４３はその切欠き８１の中央に位置し
て前方へ突き出すように配設されている。
【０１０６】切開具保持部４３の中央にはスリット溝８
２が、その切開具導入部４５の後方まで延長して形成さ
れている。スリット溝８２の先端には高周波ワイヤ４７
の先端が固定してあり、高周波ワイヤ４７はスリット溝
８２内に収納されている。高周波ワイヤ４７には予め円
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弧状に曲り癖が付けられてある。
【０１０７】高周波ワイヤ４７の後端には電気的絶縁コ
ート上にテフロン（登録商標）製の熱収縮チューブを被
せた硬い高周波ケーブル３３が接続されている。高周波
ケーブル３３は管状体８０に一体に形成されたケーブル
溝８５に配設されたケーブル挿通管路８６にスライド自
在に収納されている。
【０１０８】なお、スリット溝８２の幅は高周波ワイヤ
４７の外径より、僅かに大きく、スムーズに格納と表出
を繰り返せる。高周波ワイヤ４７の曲り癖は管状体８０
の中心軸方向に向いているので、その方向に表出する。
【０１０９】（使用方法）これまでと異なる点のみを記
載すると、内視鏡の処置具挿通路を挿通した把持鉗子
で、粘膜５１を摘み上げて、予め、空けた小切開に切開
具保持部４３の切開具導入部４５を合わせ、高周波ケー
ブル３３を引いて高周波ワイヤ４７をスリット溝８２に
収納した切開具保持部４３の根元近傍まで、粘膜下に挿
入する。そして、高周波ケーブル３３を押し込んで、高
周波ワイヤ４７を円弧状に表出し、通電しながら、粘膜
５１の裏側から、その粘膜５１を切開して、所望の位置
まで押し進めていく。
【０１１０】（効果）切開具保持部４３内に高周波ワイ
ヤ４７が収納されているので、切開具保持部４３を粘膜
下に挿入する際に高周波ワイヤ４７が邪魔にならず、根
元近傍まで長く挿入できる。このため、その分、高周波
ワイヤ４７を長く粘膜下に潜入させることができ、長く
切開することができ、結果的に軸方向の切開の時間短縮
ができる。
【０１１１】また、管状体８０の先端が開口しているの
で、切開時の煙や水蒸気が管状体８０内に留まり難く、
視野確保が楽になる。
【０１１２】さらに高周波ケーブル３３が所定の位置に
収納されているで、処置操作や視界を妨げない。しか
も、側開口ではなく、前方に開口した切欠き８１なの
で、内視鏡１０で見える視界が広くなる。
【０１１３】（変形例）先端の切断の角度は直角でなく
とも良く、挿入や吸引をし易いように、斜めなどに切断
しても良い。
【０１１４】〔第６実施形態〕図１１を参照して本実施
形態に係る内視鏡処置装置について説明する。前述した
実施形態と同じ構成部位には同じ番号を付与する。
【０１１５】（構成）本実施形態での例は周方向の切開
に用いる高周波切開具部の別例を示す。すなわち透明で
柔軟な樹脂の管状体、例えばフード９０の前方開口端に
はＴ字型の切開具保持部４３が前方へ突き出して形成さ
れている。切開具保持部４３の先端には周両方向に延び
る片部９１がＴの字状に形成されている。Ｔの字状の片
部９１の前端縁は組織切開用の鋭利な縁４１として形成
されている。
【０１１６】上記切開具保持部４３の横線の片部９１は
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フード９０の周面と平行に湾曲して形成されている。こ
の円弧状でＴの字状の片部９１の内面には内側を向いて
高周波ワイヤ４７が弦状に架設された状態で配設されて
いる。
【０１１７】高周波ワイヤ４７の両端は片部９１の端部
から少し手前に離して設けてあり、片部９１の両先端部
分で、それぞれ切開具導入部４５を形成している。
【０１１８】（使用方法）これまでと異なる点は、全周
を切開する際に、時計周りまたは反時計周りで、１８０
度回転して切開を加え、逆に回転を戻し、切開端にＴ字
の反対側の先端導入部分を潜り込ませて、初めとは逆方
向に１８０度回転して切開を加えて、３６０度につなげ
る切開が可能である。
【０１１９】（作用・効果）内視鏡の吸引操作により、
盛り上がった粘膜に対し、どちらの回転方向でも切開具
が粘膜下に潜り込ませることができる。また、３６０
度、フード９０を回す必要がないので、回転操作が楽に
なる。
【０１２０】高周波ワイヤ４７は粘膜を切開するのに伴
い、血液や組織が焦げ付き、切れ難くなることがある
が、円弧状のワイヤではその半分が半周を切開すること
になるので、ワイヤの同じ部分で全周を切開するのに比
べ、切れ難くなり難い。食道などの管腔臓器内で、切開
具の回転操作をするため、少なからず、臓器が捻られる
ことになるが、同方向で３６０度回転させるのに比べ、
半回転なので、患者への負担を軽減できる。粘膜とフー
ドの外面との接触面積が少なく、回転抵抗が少なく、回
転し易いので、術者はつかれない。側開口に比べ、フー
ドの長さを短くできるので、回転抵抗を少なくでき、同
様に回転操作が楽になる。また、内視鏡画像に占めるフ
ードの部分が減り、体腔内が見やすくなる。フードが邪
魔になり難くなり、処置具による処置操作もし易くな
る。
【０１２１】（変形例）Ｔ字型の切開具保持部４３は前
述したような側開口や切欠き部に配設しても良い。ま
た、ワイヤの形状も円弧に限らない、Ｔ字を９０度回転
して、図９で示した実施形態のように軸方向に高周波ワ
イヤ４７を配設してもよい。さらに、切開具保持部をＬ
字型にして、３６０度回転の切開具にしてもよい。
【０１２２】（変形例）切開具保持部４３から突き出す
高周波ワイヤ４７の部分の形状は放物線でも楕円の一部
でも長円の半分でも、またはスロープ状に形成してもよ
い。図１２はそれらの例を示すものである。
【０１２３】図１２（ａ）で示すものは突き出す高周波
ワイヤ４７の部分が直線状のスロープ６５が急に立ち上
がる形状に形成されている。直線状のスロープ６５が急
に立ち上がることで、粘膜裏に高周波ワイヤ４７の部分
が当りやすく、切開し易い。
【０１２４】図１２（ｂ）で示すものは突き出す高周波
ワイヤ４７の部分が緩やかな曲線状のスロープ６６を形



(10) 特開２００１－３２１３８９

10

20

30

40

50

17
成する形状になっている。スロープ６６が緩やかな曲線
状のものであることで、高周波ワイヤ４７が切開具の粘
膜下への侵入の邪魔になり難く、切開具がスムーズに粘
膜下に挿入でき、高周波ワイヤ４７の長い範囲に粘膜が
被さるので長く切れるようになる。
【０１２５】図１２（ｃ）で示すものは突き出す高周波
ワイヤ４７の部分が背ヒレ状のワイヤ部６７を形成し、
切開具保持部４３に配設されている。背ヒレ状のワイヤ
部６７の導入部４５側の小さい曲率の円弧部に粘膜が当
るので、粘膜裏を切るのではなく、粘膜の端を切ること
になり、粘膜下に高周波ワイヤ４７を潜り込ませる必要
がないので、抵抗が少なく回転操作がし易く、切開箇所
が観察し易い。
【０１２６】（変形例）各例のワイヤの配設は円周状の
切開具に限るものではなく、軸方向に配設しても良い。
【０１２７】本発明は上記の実施形態のものに限定され
るものではない。上記説明によれば以下の付記に挙げる
各項およびそれらの項を任意に組み合わせたものが得ら
れる。
【０１２８】〔付記〕
付記１．内視鏡と組み合わせて用いる、内視鏡処置装置
において、内視鏡の先端部の近傍に、配置される透明で
柔軟な材質の管状体の一部に、粘膜剥離のための鋭利な
縁を設けたことを特徴とする内視鏡処置装置。
【０１２９】付記２．透明で柔軟な管状体は、それらの
一端を回転および進退自在で気密に接続された、２重の
案内管の内筒からなり、内筒は外筒よりも短いことを特
徴とする付記１のもの。
【０１３０】付記３．請求項１の切開具保持部は、管状
体の一部に、管状体と一体または別体に円周方向に突出
して設けられた、上記管体と同じかまたは小さい曲率を
有する、円弧状であることを特徴とするもの。
【０１３１】付記４．請求項１の切開具保持部は、管状
体の一部に、管状体と一体または別体に軸方向に突出し
て設けられたことを特徴とするもの。
【０１３２】付記５．請求項１の切開具保持部は、管状
体の一部に設けた、側口の壁から突出して設けられたこ
とを特徴とするもの。
【０１３３】付記６．請求項１の切開具保持部は、管状
体の先端に設けた、切り欠きの壁から突出して設けてあ
ることを特徴とするもの。
【０１３４】付記７．請求項１の切開具保持部は、管状
体の先端から突出して設けてあることを特徴とするも
の。
【０１３５】付記８．請求項１の切開具保持部は、管状
体の一部に、軸方向に突出した、少なくとも２本以上の
数で、これらの支持部に配設される高周波通電ワイヤも
少なくとも２本以上であることを特徴とするもの。
【０１３６】付記９．請求項１の高周波切開具は、中空
の絶縁材料からなる切開具保持部と、この切開具保持部
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の先端に設けられた切開具導入部と、導入部後方から支
持部基部までの間に、管状体の内側に向け、設けられた
スリットと、支持部中空内部に、このスリットからの表
出および収納自在に配設される高周波通電ワイヤとこの
ワイヤに電流を供給すると共に表出収納操作を兼ねるケ
ーブルと高周波電源装置からなることを特徴とするも
の。
【０１３７】付記１０．請求項２のフードは、その先端
を砲弾型に閉塞して形成したことを特徴とするもの。
【０１３８】付記１１．請求項２のフードは、その最小
外径が、組み合わせられる内視鏡先端部の外径とほぼ同
じか、小さいことを特徴とするもの。
【０１３９】付記１２．付記１の鋭利な縁は管状体と一
体に形成してなることを特徴とするもの。
【０１４０】付記１３．付記１の鋭利な縁は、管状体の
先端の少なくとも一部に設けられたことを特徴とするも
の。
【０１４１】付記１４．付記１の鋭利な縁は、管状体に
設けられた側口の内壁の少なくとも一部に設けられたこ
とを特徴とするもの。
【０１４２】付記１５．付記１の鋭利な縁は、管状体の
先端の一部に設けられた、切り欠きの壁の少なくとも一
部に設けられたことを特徴とするもの。
【０１４３】付記１６．付記１の鋭利な縁は管状体の先
端に設けられた、切開具保持部の少なくとも一部に設け
られたことを特徴とするもの。
【０１４４】付記１７．請求項１の切開具保持部の形状
は、Ｔ字型で、高周波切開ワイヤが、Ｔ字の横線の中央
に設けられることを特徴とするもの。
【０１４５】付記１８．請求項１の切開具保持部の形状
が、Ｌ字型で、高周波切開ワイヤが、Ｌ字の横線に設け
られることを特徴とするもの。
【０１４６】付記１９．請求項３の案内管は、先端の所
定の長さが透明で電気絶縁性と耐熱性に優れる材料から
なり、その後方は、別材料からなることを特徴とするも
の。
【０１４７】付記２０．請求項２のフードは、先端の所
定の長さが透明で電気絶縁性と耐熱性に優れる材質から
なり、内視鏡先端との装着部位は弾性材料であることを
特徴とするもの。
【０１４８】付記２１．請求項２の高周波ワイヤの位置
は、内視鏡にフードを装着した際に、内視鏡画像の略焦
点位置になることを特徴とするもの。
【０１４９】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、例
えば生理食塩水などを注入して、粘膜と筋層の間を離し
た、粘膜の患部の周囲を容易に短時間で切開することが
できる。また、患部を含む粘膜の剥離も、容易に短時間
にすることができる。
【０１５０】慎重な操作をする時間が少ないので、術者
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が、集中力を従来よりも使わずに済み、疲れない。短時
間になることで、患者の疲労も少ない。
【０１５１】従来のような、熟練を要する手技を必要と
しないので、トレーニングに時間がかかることなく、多
くの術者が使える機器と手技である。
【０１５２】粘膜剥離の前の切開は切開具と粘膜の位置
関係をしっかりと把握してから、粘膜の切開箇所を直
接、内視鏡像で観察しながら切開ができるので、術者は
安心して切開ができる。
【０１５３】粘膜剥離は物理的に剥ぎ取るので、高周波
メスやレーザー光線で境界を切開しつつ剥離するのに比
べ、高エネルギーを使わないので安価である。また、高
周波やレーザーと異なり、煙や水蒸気が発生しないの
で、剥離を中断することなく進められるため、術者がい
らいらしなくて済む。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係る内視鏡処置装置を概略的
に示す斜視図である。
【図２】同じく第１の実施形態に係る内視鏡処置装置の
手元付近部の縦断面図である。
【図３】内視鏡像で示される第１の実施形態に係る内視
鏡処置装置による処置状態の説明図である。
【図４】同じく第１の実施形態に係る内視鏡処置装置の
処置状態の説明図である。 *
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*【図５】（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）（ｅ）はそれぞれ異
なる、案内管の内筒に形成する鋭利な縁の形状の例を示
す説明図である。
【図６】第２の実施形態に係る内視鏡処置装置の先端付
近部の斜視図である。
【図７】（ａ）は第３の実施形態に係る内視鏡処置装置
の先端付近部の縦断面図、（ｂ）はその切開具の斜視図
である。
【図８】同じく第３の実施形態に係る内視鏡処置装置の
使用状態の説明図である。
【図９】第４の実施形態に係る内視鏡処置装置の先端付
近部の斜視図である。
【図１０】第５の実施形態に係る内視鏡処置装置の先端
付近部の斜視図である。
【図１１】第６の実施形態に係る内視鏡処置装置の先端
付近部の斜視図である。
【図１２】（ａ）（ｂ）（ｃ）はそれぞれ異なる切開具
の変形例を示す説明図である。
【符号の説明】
１…外筒、２…内筒、３…案内管、１０…内視鏡、１１
…内視鏡の挿入部、１２…内視鏡の操作部、４１…内筒
の鋭利な縁、４２…側開口、４３…切開具保持部、４５
…切開具導入部、４７…高周波ワイヤ、３３…高周波ケ
ーブル。

【図１】 【図３】

【図９】



(12) 特開２００１－３２１３８９

【図２】

【図４】 【図５】

【図７】

【図１０】

【図１１】



(13) 特開２００１－３２１３８９

【図６】

【図８】

【図１２】



专利名称(译) 内窥镜治疗装置

公开(公告)号 JP2001321389A 公开(公告)日 2001-11-20

申请号 JP2000140285 申请日 2000-05-12

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパス光学工业株式会社

[标]发明人 荒井敬一

发明人 荒井 敬一

IPC分类号 A61B17/32 A61B1/00 A61B18/14

FI分类号 A61B1/00.334.D A61B17/32.330 A61B17/39.315 A61B1/00.651 A61B1/01.511 A61B1/018.515 A61B18
/14

F-TERM分类号 4C060/KK03 4C060/KK06 4C060/KK13 4C060/KK16 4C061/GG15 4C061/GG22 4C061/HH57 4C061
/JJ06 4C160/FF19 4C160/KK03 4C160/KK04 4C160/KK06 4C160/KK15 4C160/KK18 4C160/KL01 
4C160/KL02 4C160/MM43 4C161/GG15 4C161/GG22 4C161/HH57 4C161/JJ06

其他公开文献 JP4460718B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为内窥镜提供操作工具，能够容易地切割病变部分的粘
膜周围的部分并一次切断大范围的粘膜。解决方案：该用于内窥镜的操
作工具在导管3的一部分处设置有细长形状的切口器械保持部分43.锥形
形状的切口器械引入部分45设置在切口器械保持器的尖端处从切口器械
引入部分45的后部朝向引导管的内部方向设置高频切割器械，该高频切
割器械具有设置在距保持部件43的内表面特定距离处的高频线47。如图3
所示，电流被提供给高频切割器械的高频线47。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a158a618-e6e8-475d-8452-967d4e854677
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018647606/publication/JP2001321389A?q=JP2001321389A

